
事業概要及び用地測量について

主要地方道越谷流山線

（越谷市南荻島、神明町二丁目地内）

令和６年２月

埼玉県



本日の説明内容

１ 事業概要

２ 用途地域および地区計画の範囲の変更

３ 事業スケジュール

４ 用地測量の流れ、実施方法

５ 用地補償の流れ

本説明資料の内容 2



１ 事業概要
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全体概要 4１ 事業概要

越谷流山線改良区間 Ｌ＝約３２０ｍ
（今回説明する区間）

至 神明橋

至 国道4号
（南荻島交差点）

＊ 航空写真に概略で計画道路等を重ねたものです。
詳細な範囲等は図面をご確認ください。

（出典）「地理院地図（電子国土WEB）」に加筆

至 北越谷駅方面



事業の概要１ 事業概要 5

浦和野田線の整備に併せて、越谷流山線の線形を平面図のとおり変更します。

それに伴い、矢印の区間で用地買収をさせていただく必要がありますので、今後、用地測量
をさせていただき、詳細な買収範囲を決めていきます。

平面図

越谷流山線

用地測量対象範囲

至 北越谷駅方面

至 国道4号
（神明町（北）交差点）

至 神明橋

至 国道4号
（南荻島交差点）

①現況写真 ②現況写真



設計の概要１ 事業概要 6

越谷流山線の線形変更に係る設計の概要について、平面図の①、②、③の区間に分けて
それぞれ次ページ以降で詳細に説明します。

平面図

越谷流山線

至 北越谷駅方面

至 国道4号
（神明町（北）交差点）

至 神明橋

至 国道4号
（南荻島交差点）

①

②



設計の概要①（浦和野田線交差点）１ 事業概要 7

・浦和野田線と越谷流山線の交差点には信号を設置する予定です。
・越谷流山線には、歩道（2.5m）を整備し、浦和野田線の歩道（3.5m）と接続させます。
・交差点部分は現在の地盤より1～2m程度高くなりますので、民地と接続する部分には、
副道（5.5m）を整備し、民地への出入りを確保します。

平面図

①浦和野田線

②浦和野田線

③越谷流山線

④越谷流山線

断面図

①

②

③
④

副道

副道副道

副道

副道

浦和野田線
交差点



設計の概要②（既存の信号交差点）１ 事業概要 8

・現在信号機が設置されている市道交差点は、新設される浦和野田線交差点との間隔が短い（約120m）
ため、円滑な交通確保や隣接信号機との誤認防止等の観点から、信号機を撤去する予定です。
・越谷流山線に取り付く4つの市道はすべて一時停止による処理となり、横断歩道も撤去されます。
・浦和野田線交差点から当該交差点までの区間には、両側に歩道を整備する予定のため、歩行者・自転
車は、浦和野田線交差点の横断歩道を利用し、越谷流山線を横断していただくこととなります。
・当該交差点の処理方法については、地域の皆さまの意見を伺ったうえで、継続して警察と協議を進めて
いきます。

平面図

浦和野田線
交差点

至 文教大学

至 国道4号
（南荻島（南）交差点）

越谷流山線

歩行者・自転車導線

至 北越谷駅方面

至 国道4号
（神明町（北）交差点）

市
道
5
0
3
8
6
号
線

至 国道4号
（南荻島交差点）

市道交差点
（既設信号）



・市道交差点から国道4号にかけては、片側に歩道（約2.0m）を整備する予定です。
・平面図の中央から左の区間については、用地買収させていただき、歩道の整備を行います。
・平面図の中央から右の区間については、現状で幅が広くなっておりますので、用地買収は
行わず、ガードパイプを設置することにより歩道を整備します。
・ガードパイプの設置にあたっては、地先へ車の出入りが出来るよう、開口部を設けます。

市道交差点
（既設信号）

至 国道4号
（南荻島交差点）

至 文教大学

設計の概要③（既存信号交差点～国道4号）１ 事業概要 9

平面図

用地買収をさせていただく区間 用地買収せずに歩道を整備する区間 乗り入れ箇所（案）

①現況写真 ガードパイプ



10整備イメージ（全体パース） 10１ 事業概要

＊ 現時点の整備イメージであり、実際に整備される
施設とは異なる場合があります。

浦和野田線

至 北越谷駅方面

至 国道4号
（神明町（北）交差点）

至 神明橋

至 国道4号
（南荻島交差点）

元荒川



２ 用途地域および

地区計画の範囲の変更
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県道越谷流山線の整備完了後、速やかに用途地域および
出津地区計画の範囲を変更します。

25m
25m

25m

25m

25m

凡例

第一種低層住居専用地域 準住居地域

第一種中高層住居専用地域 近隣商業地域

第一種住居地域 商業地域

第二種住居地域

整備後の道路に合わせて
用途境界を変更

２ 用途地域および地区計画

整備後の道路に合わせて
地区計画の範囲を変更

県道越谷流山線
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凡例

第一種低層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

越谷流山線（変更後）

越谷流山線

上段：容積率（％）
下段：建ぺい率（％）、高さ

変更箇所に係る境界線

変更箇所④

100
6010

100
6010

200
60

出津地区計画

出津地区計画

道路端から25ｍ

道路端から25ｍ

２ 用途地域および地区計画

●用途地域とは、住居の環境の保護等のために、地域に応じて指定し、制限を定めるものです。
また、用途地域ごとに、建築できる建物の種類（用途）や面積、高さなどの制限を定めています。

（例）第一種低層住居専用地域 → 住宅、共同住宅 等
第一種住居地域 → 住宅、共同住宅、店舗、事務所 等

●地区計画とは、緑豊かで良好な環境の住宅地と、教育文化施設等との調和のとれた
まちづくりを進めるため、地区で定めている計画です。

（例）建築物等の用途の制限、建築物の敷地の最低限度、壁面の位置の制限 等

100
5010

13



３ 事業スケジュール
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用地測量

土地評価・物件調査及び積算

用地補償説明・契約締結

道路工事

用地測量説明会

令和６年度～ （順次）

令和７年頃～ （順次）

本日の説明

道路完成 概ね１０年後（予定）

事業スケジュール（案）３ スケジュール 15

令和６年２月～令和６年６月（予定）

＊１ スケジュールは今後の用地買収の進捗等により変更となる可能性があります。
＊２ 用地買収に係る物件調査等は、権利者のご意向を伺いながら進めていきます。



４ 用地測量の流れ、実施方法
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用地測量の目的

用地測量とは、道路を整備するために必要となる土地・区画について、周辺の
土地との境界及び土地・区画全体の面積を確認し、道路用地として取得させてい
ただく土地の面積を求めることを目的とするものです。

17４ 用地測量

【ご留意いただきたい事項】

○ 境界を確認したのち、対象となる皆さま（計画道路内に土地や建物をお持ちの
方）と土地の取得や家屋移転などについて、個別にご相談させていただきます。

○ 今回、個別に説明会のお知らせを郵送させていただいた方々が用地測量の
対象（対象地、隣接地）になると考えております。今後、さらに詳細な調査を
行ったうえで、用地測量の対象となる方々に対しては、４月下旬以降にご案内
（現地立会）の文書を順次配布させていただきます。



用地測量の流れ、進め方

用地測量は、下のフロー図の流れで令和６年２月から令和６年６月頃までの予
定で進めていきます。

18４ 用地測量

１．境界を確認するための事前調査

２．境界を確認するための現地立会

３．道路用地として取得させていただく土地面積の確定

○ 土地の境界を確認するために必要な、公図や土地登記簿等を
法務局などから資料を収集します。（現在実施中）

○ 皆さま方の敷地内で、既存の境界を示す杭やプレートなどを
確認させていただきます。

○ 現在ある道路や堤防などの公共用地と私有地との境界を確認し
ます。

○ 私有地と私有地の境界を確認します。

※ 現地で境界を確認するための立会をお願いします。

○ 現地の状況や必要に応じて、道路の計画幅を示す杭や仮境界杭
の設置をさせていただきます。



市

道

市

道

市　　道

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

① 公共用地と私有地の境界確認、私有地と私有地の境界確認を行います。

・図のオレンジ線が、道路の計画線です。
・図の赤色の線が、現在ある道路などの公共用地と私有地との境界を確認する箇所です。
・図の緑色の線が、私有地と私有地との境界を確認する箇所です。

道路計画線

道路
中心線

道路計画線

境界確認（現地立会）の流れ①（Ｂさんの場合） 19４ 用地測量



市

道

市

道

市　　道

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

② 境界確認では、その境界の全ての関係者の立会が必要になります。

・紫色の線で示した、ＢさんとＤさんの境界を確認する際には、
Ｂさん、Ｃさん、Ｄさん、Ｅさん、市道の管理者である越谷市との立会が必要になります。

・そのため用地対象者であるＢさんの土地の面積を確定するために、Ｂさんの土地に隣接
する全ての土地所有者（隣接者）の立会をお願いさせていただきます。

道路計画線

道路
中心線

道路計画線

境界確認（現地立会）の流れ②（Ｂさんの場合） 20４ 用地測量

ＢさんとＤさんの
間の境界
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道

市

道

市　　道

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

道路計画線

道路
中心線

道路計画線

土地面積の確定（Ｂさんの場合） 21４ 用地測量

・ 現地立会にて、Ｂさんの私有地の全ての境界が確定できた段階で、道路用地として
取得させていただく土地面積の確定を行います。
・ 現地の状況や必要に応じて、道路の計画幅を示す杭や仮境界杭の設置をさせて
いただきます。



用地測量を行う測量業者 22４ 用地測量

用地測量は、埼玉県が業務委託した測量業者が実施します。

測 量 業 者 埼玉測量設計株式会社

住 所 さいたま市浦和区常盤９－５－８

現場担当者 山﨑 一也

電 話 番 号 048-686-7222

測量作業などを行う際は、越谷県土整備事務所が発行した身分証明書を携帯します。

表 裏



ご案内文書の配布について 23４ 用地測量

現地で立会をお願いする際には、

事前にご案内の文書を皆様宛に配布さ
せていただきます。
※４月下頃に配布予定

○ このご案内には、

・ 立会をお願いする日時
・ 当日ご持参いただくもの
・ 注意事項
・ 連絡先

等が記載されています。

○ 記載の日時でご都合が悪い場合
には、文書に記載のある測量業者に
ご連絡いただければ、別途調整させ
ていただきます。



皆様へのお願い（まとめ） 24４ 用地測量

○ 用地測量の作業は令和６年２月～令和６年６月頃までを予定しています。

○ 用地測量の作業にあたっては、計画道路周辺の土地に立ち入らせていた
だく必要があります。
（事前に測量のお知らせ文書をお配りさせていただきます。）

○ 皆様の宅地内に立ち入る際は、必ずお声がけをいたしますので、ご協力を
お願いいたします。

○ 測量作業は、越谷県土整備事務所が業務委託した測量会社が行います。

○ 測量にあたっては、作業員は身分証明書を常に携帯し、作業を行います。

○ 現地で立会をお願いする場合は、事前に対象となる方にご案内文書を配布
して、必要に応じて日程を調整したうえでお伺いいたします。

○ 現地での立会は令和６年５月頃からの予定です。（４月下旬以降、順次ご案内
の文書配布を行います。）



お問合せ先

【事業全般・用地測量に関すること】

埼玉県越谷県土整備事務所 道路施設担当

〒３４３－０８１３ 越谷市越ヶ谷４－２－８２

ＴＥＬ ： ０４８－９６４－５２２３ ＦＡＸ ： ０４８－９６０－１５３０

MAIL :  q645221e@pref.saitama.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1011/index.html

【用途地域の変更に関すること】

越谷市 都市整備部 都市計画課

〒３４３－８５０１ 越谷市越ヶ谷４－２－１

ＴＥＬ ： ０４８－９６３－９２２１
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【土地や建物の補償・用地交渉に関すること】

埼玉県越谷県土整備事務所 用地担当

ＴＥＬ ： ０４８－９６４－５２２２

お問合せ先 27

mailto:q645221e@pref.saitama.lg.jp

